代行申請マニュアル
１　代行申請できる者（提出代行者）
　指定居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・指定介護老人保健施設・地域包括支援センター・地域密着型介護老人福祉施設（介護保険法第２７条第１項）
２　提出書類
・申請書

　　申請書記載の注意事項は「３　申請書記載の留意事項」参照

　　申請書の控が必要な場合はコピーにて対応してください。
・介護保険被保険者証

　　介護保険被保険者証を添付してください。
添付されない場合は受け付けることができません。紛失の場合は，再発行の手続きが必要です。なお，申請者が何らかの理由で被保険者証の提出を拒む場合，直接市役所の窓口で申請するよう指示してください。

・医療保険証のコピー

　　第２号被保険者のみ添付してください。

３　申請書記載の留意事項
（１）「被保険者」欄

① 被保険者番号，氏名，生年月日，年齢，住所，電話番号を記載。
住所は住民票の住所を必ず記載。

② 申請区分（新規・更新）のいずれかを○で囲んでください。認定申請内容についてもいずれかを○で囲んでください。
③ 更新申請の場合，あるいは要支援からの変更申請の場合のみ記入してください。

要支援状態からの変更申請（新規）の場合は，変更申請の理由を状況が把握できるように記入してください。

【例：身体状態悪化による。（歩行ができなくなり，排泄にも介助が必要となった）】

（注）サービスが足りないことを理由に申請することはできません。

④ 介護保険施設，医療機関等

　 名称，所在地，入所・入院期間を記載してください。

⑤ ※連絡事項
　 ※印説明の他，特別な住宅環境・疾病等（難聴，ガン末期（本人告知の有無），伝染性疾患など（本人，又は家族の了解を得たうえで））の情報がございましたら記入してください。その他，調査時に必要な情報を記載してください。
また，「調査について」欄に記載できなかった情報等もこちらに記載してください。（サービス利用日等。退院・退所予定，転院予定等）
（２）「申請者」欄

　　 「提出代行者申請」の場合は，該当に○を付け，事業所名を記載し，事業者印を押印。
事業者印がないものは受け付けることができません。
　（３）「調査について」欄
　　　　連絡者氏名，被保険者との関係，連絡先を記載してください。

1  立会をできるだけお願いします。

本人の日常の状況を知るためにもできるだけ立会いをお願いします。特に「新規申請」の場合は認知等の状態が十分に確認できないこともあります。
立会者氏名，連絡先の記載。立会希望の有無に○。連絡先については立会者に直接連絡できる連絡先を記載してください。
② 訪問調査に対応できない日時等には，本人，立会者ともそれぞれ都合のつかない日時，曜日を記入してください。ご都合については，できるだけ要望にかなうようにしたいところですが，そぐわない場合も多々ありますので調整をお願いします。特に，急ぎの調査，日程の指定は難しい場合があります。また，本人，立会者ともに後日調査のための連絡が来る旨をお伝えください。
　　　③ 調査先住所

被保険者の現住所と実際の所在地が異なる場合はこちらに記入してください。

調査先住所が「被保険者欄」の介護保険施設・医療機関等と同じ場合は不要です。

また，被保険者住所が実際の居住地と異なる場合は，調査実施場所「本人宅以外」に○を付け実際の住所地を記載してください。
「その他の施設」については，施設名を記入し，被保険者住所と住所が同じ場合は記載の必要はありませんが，異なる場合は実際の住所を記入してください。

　（４）「主治医」欄

　　　　次のような方が主治医となります。複数の医療機関を受診している場合もありますので，本人と十分確認をしてください。
　　　① 定期的に受診している、又は定期的でなくても医師が被保険者の状態を把握できる程度（過去３ヶ月以内）で受診している。
　　　② 介護が必要となった主な病気について把握している。

　　　※医療機関によっては，受診が必要であったり，予約が必要であったり，事前に申請をする旨の連絡が必要である場合がございますのでご注意ください。

　（５）「２号被保険者のみ記入」

　　　　２号被保険者（４０歳から６４歳までの医療保険加入者）の場合には医療保険者名，被保険者証記号番号，特定疾病名を必ず記入してください。また，医療保険証のコピーを申請書に添付してください。

　（６）「同意」欄

　　　　被保険者本人が署名してください。本人署名が難しい場合は代筆者が記名・押印してください。印鑑をお持ちでない場合は，本人氏名を記載し（代筆者名）を記載してください。
４　区分変更申請について

要介護状態区分，要支援状態区分の変更申請となります。

要支援状態の区分変更申請には，新規の「要介護認定申請」による申請と，「要支援認定区分変更申請」の２通りがありますので注意してください。（それぞれ用紙が異なります。）
要支援者の区分変更申請の取り扱いについては，要支援状態区分にある者の区分変更申請となります。（第33条の2）要するに要支援内での変更申請ということです。（介護になった場合は却下）
申請書の記載は，３「申請の記載の留意事項」を参照してください。

「変更申請の理由」を状況が把握できるように記入してください。

【例：身体状態悪化による。（歩行ができなくなり，排泄にも介助が必要となった）】

【例：認知状態悪化による。（物忘れがひどくなり，夜間に徘徊が見られるようになった）】

※ みなし更新：更新時期の60日前の新規・区分変更申請は結果が「却下」に該当しても更新申請があったものとみなされ，更新申請の認定結果となります。

５　その他

・ 本人の心身の状態が安定するまでに相当な期間を要すると思われ，介護保険のサービスの利用を見込めない場合は，状態が落ち着くまで申請を見合わせてください。更新申請であっても必ず60日前に申請しなければならない訳ではありません。期間内であれば更新申請となります。

・ 申請後に本人の心身の状態が変化した場合（入院，退院等）には，急ぎ組合まで連絡ください。

　上記のような場合は，認定調査ができなかったり，主治医意見書を書いていただけなかったり，認定審査会において「再調査」「再審査」となり，結果として認定結果が判定されるまでに大変時間を要すこととなりますのでご注意ください。
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